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一 氏名又は名称及び住所 

名 称            四国電力株式会社 

住 所            高松市丸の内２番５号  

 

二 工場又は事業所の名称及び所在地 

名 称            伊方発電所 

所 在 地            愛媛県西宇和郡伊方町 

 

三 発電用原子炉の名称 

名 称            伊方発電所 ３号原子炉 

 

四 廃止措置の対象となることが見込まれる発電用原子炉施設及びその敷

地 

1. 廃止措置対象施設の範囲及びその敷地 

(1) 廃止措置対象施設 

廃止措置対象施設の範囲は，原子炉設置許可又は原子炉設置変更

許可を受けた３号炉の発電用原子炉及びその附属施設である。 

廃止措置対象施設を第4.1表に示す。具体的な廃止措置対象施設の

範囲は，廃止措置計画に記載し，認可を受けるものとする。 

(2) 廃止措置対象施設の敷地 

伊方発電所の敷地は，愛媛県西宇和郡伊方町の伊予灘に面した佐

田岬半島の付け根に位置する。敷地の地形は，おおむね半円形状で

標高200ｍ前後の山に囲まれた起伏の多い丘陵地であり，敷地面積は

約86万ｍ２である。敷地内には原子炉設置許可又は原子炉設置変更許

可を受けた１号，２号及び３号炉の発電用原子炉並びにその附属施
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設が設置されており，３号炉は発電用原子炉として現在も使用中で

ある。 

伊方発電所の敷地付近地図を第4.1図に示す。 

 

2. 廃止措置対象施設の状況 

(1) 廃止措置対象施設の概要 

３号炉は，軽水減速，軽水冷却，加圧水型原子炉であり，熱出力

は約2,660MW，電気出力は約890MWである。 

(2) 廃止措置対象施設の運転履歴 

３号炉は，昭和61年５月26日に原子炉設置変更許可を受け，平成

６年２月23日に初臨界に到達し，以降，運転中である。 

原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯を第4.2表に示す。 
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第4.1表 廃止措置対象施設 

施設区分 設備等の区分 

発電用原子炉施設の一般構造 その他の主要な構造 

原子炉本体 

発電用原子炉の炉心 

燃料体 

原子炉容器 

放射線遮蔽体 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施

設 

核燃料物質取扱設備 

核燃料物質貯蔵設備 

核燃料物質貯蔵用冷却設備 

原子炉冷却系統施設 

一次冷却材設備 

二次冷却設備 

非常用冷却設備 

その他の主要な事項 

計測制御系統施設 

計装 

安全保護回路 

制御設備 

非常用制御設備 

その他の主要な事項 

放射性廃棄物の廃棄施設 

気体廃棄物の廃棄施設 

液体廃棄物の廃棄設備 

固体廃棄物の廃棄設備 

放射線管理施設 
屋内管理用の主要な設備 

屋外管理用の主要な設備 

原子炉格納施設 

原子炉格納施設の構造 

非常用格納容器保護設備 

その他の主要な事項 

その他発電用原子炉の附属施設 

常用電源設備 

非常用電源設備 

その他の主要な事項 
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第4.2表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（１／６） 

許可年月日 許可番号 備 考 

昭和47年11月29日 47原第10921号 １号炉新設 

 

昭和48年 5月26日 48原第5305号 １号原子炉施設の変更 

海水淡水化装置の設置 

昭和50年 4月25日 50原第2101号 １号原子炉施設の変更 

安全保護回路の変更 

昭和50年12月17日 50原第9167号 １号原子炉施設の変更 

使用済燃料貯蔵ラックの増設 

昭和51年12月 9日 51安(原規)第166

号 

１号原子炉施設の変更 

初装荷炉心におけるバーナブルポ

イズンの使用に係る変更 

昭和52年 3月30日 52安(原規)第100

号 

２号炉増設 

昭和52年 8月15日 52安(原規)第182

号 

１号原子炉施設の変更 

取替燃料濃縮度の変更 

取替炉心におけるバーナブルポイ

ズンの使用に係る変更 

昭和53年 8月15日 53安(原規)第206

号 

１号原子炉施設の変更 

Ｂ型燃料の使用に係る変更 

昭和54年 7月21日 54資庁第1833号 １号及び２号原子炉施設の変更 

１号炉の新燃料貯蔵設備の増設 

２号炉の出力分布調整用制御棒ク

ラスタ駆動装置の変更 

昭和54年 7月28日 54資庁第10264号 １号原子炉施設の変更 

安全保護回路の変更 

昭和54年11月24日 54資庁第11330号 ２号原子炉施設の変更 

新燃料貯蔵設備の増設 

安全保護回路の変更 

昭和56年 4月 3日 55資庁第13416号 １号及び２号原子炉施設の変更 

発電所敷地の拡大 

雑固体焼却設備の新設 

固体廃棄物貯蔵庫の増設 

昭和56年11月11日 56資庁第10698号 １号及び２号原子炉施設の変更 

燃料取替体数及び取替燃料濃縮度

の変更 
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第4.2表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（２／６） 

許可年月日 許可番号 備 考 

昭和58年10月27日 58資庁第11625号 １号及び２号原子炉施設の変更 

新燃料貯蔵設備の増設 

２号炉Ｂ型燃料の使用に係る変更 

昭和61年 5月26日 59資庁第7577号 ３号炉増設 

平成元年11月28日 63資庁第13053号 ３号原子炉施設の変更 

蒸気発生器の水室鏡の変更 

主蒸気安全弁の個数及び容量の変

更 

ほう酸注入タンクの削除 

ドラム詰装置の変更 

平成 3年 7月23日 2資庁第9590号 １号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

燃料集合体最高燃焼度の変更 

取替燃料の一部にガドリニア入り

燃料を使用 

ベイラの１，２，３号炉共用化 

使用済燃料の国内再処理委託先の

変更 

平成 8年 7月10日 7資庁第14393号 １号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

３号炉核燃料物質取扱設備の一部

及び使用済燃料貯蔵設備の１，

２，３号炉共用化 

１号炉蒸気発生器の取替え 

１，２号炉出力分布調整用制御棒

クラスタの撤去 

１，２号炉Ｂ型バーナブルポイズ

ンの採用 

１，２号炉液体廃棄物の廃棄設備

の一部共用化 

１号炉蒸気発生器保管庫の設置 

３号炉使用済樹脂貯蔵タンクの

１，２，３号炉共用化 
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第4.2表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（３／６） 

許可年月日 許可番号 備 考 

平成11年 1月26日 平成 10･05･07資

第6号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

３号炉使用済燃料貯蔵設備の貯蔵

能力の変更 

１号炉出力分布調整用制御棒クラ

スタ駆動装置の撤去 

１号炉蒸気発生器保管庫の保管対

象物の変更 

平成12年 5月30日 平成 11･08･17資

第1号 

１号及び２号原子炉施設の変更並び

に１号，２号及び３号使用済燃料の

処分の方法の変更 

２号炉出力分布調整用制御棒クラ

スタ駆動装置の撤去 

２号炉蒸気発生器の取替え 

１号炉蒸気発生器保管庫の１，２

号炉共用化 

使用済燃料の再処理委託先確認方

法の一部変更 

平成15年 8月13日 平成 14･04･03原

第27号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

燃料集合体最高燃焼度の変更 

１，２号炉制御棒クラスタの増設

及び炉内構造物取替え 

蒸気発生器保管庫の保管対象物の

変更 
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第4.2表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（４／６） 

許可年月日 許可番号 備 考 

平成18年 3月28日 平成 16･11･01原

第10号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

３号炉取替燃料の一部ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物燃料の装荷 

１，２号炉安全保護回路の信号の

変更 

１，２号炉蓄電池負荷の変更 

１，２，３号炉放射性廃棄物廃棄

施設の一部の１，２号炉共用化又

は１，２，３号炉共用化並びに

１，２号炉放射性廃棄物廃棄施設

の一部の廃止 

平成19年 4月16日 平成 18･10･20原

第1号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

不燃性雑固体廃棄物の固形化処理

の採用 

平成22年 5月19日 平成 21･10･20原

第30号 

１号，２号及び３号原子炉施設の変

更 

１，２号炉蒸気発生器保管庫の

１，２，３号炉共用化並びに蒸気

発生器保管庫の保管対象物の変更 

平成27年 7月15日 原規規発 

第1507151号 

３号原子炉施設の変更 

核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律の改正に伴

う重大事故等対処に必要な施設及

び体制の整備等 

平成28年11月 2日 原規規発 

第16110238号 

１号，２号及び３号使用済燃料の処

分の方法の変更 

原子力発電における使用済燃料の

再処理等の実施に関する法律の公

布に伴う変更 
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第4.2表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（５／６） 

許可年月日 許可番号 備 考 

平成29年10月 4日 原規規発 

第1710043号 

３号原子炉施設の変更 

核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律の改正に伴

う特定重大事故等対処施設の設置 

非常用ガスタービン発電機の設置 

平成30年 6月27日 原規規発 

第1806272号 

３号原子炉施設の変更 

核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律の改正に伴

う所内常設直流電源設備（３系統

目）の設置 

平成30年12月12日 原規規発 

第1812123号 

３号原子炉施設の変更 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則の改正に伴う地震時の

燃料被覆管の閉じ込め機能の維持

に係る設計方針の追加 

平成31年 1月16日 原規規発 

第1901165号 

３号原子炉施設の変更 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則の改正に伴う「柏崎刈

羽原子力発電所６号炉及び７号炉

の新規制基準適合性審査を通じて

得られた技術的知見の反映」及び

「内部溢水による管理区域外への

漏えいの防止」に係る事項の追加 

令和 2年 1月29日 原規規発 

第2001295号 

３号原子炉施設の変更 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則の改正に伴う有毒ガス

の発生に対する防護方針の追加 

令和 2年 9月16日 原規規発 

第2009168号 

３号原子炉施設の変更 

使用済燃料乾式貯蔵施設の設置 
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第4.2表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（６／６） 

許可年月日 許可番号 備 考 

令和 5年 2月 8日 原規規発 

第2302083号 

３号原子炉施設の変更 

使用済樹脂貯蔵タンクの増設 

令和 5年 5月24日 原規規発 

第2305244号 

３号原子炉施設の変更 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則の改正に伴う震源を特

定せず策定する地震動に係る標準

的な応答スペクトルを考慮した基

準地震動の追加 
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第 4.1 図 伊方発電所の敷地付近地図 
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五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 

1. 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設 

解体の対象となる施設（以下「解体対象施設」という。）は，第4.1

表に示す廃止措置対象施設のうち，放射性物質による汚染のないこと

が確認された地下建屋，地下構造物及び建屋基礎を除くすべてを予定

しているが，具体的な解体対象施設は，廃止措置計画に記載し，認可

を受けるものとする。 

 

2. 廃止措置の基本方針 

廃止措置は，安全確保を最優先に，次の基本方針の下に，「核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制

法」という。），「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律施行令」（以下「原子炉等規制法施行令」という。），「実用発電用原

子炉の設置、運転等に関する規則」（以下「実用炉規則」という。）等

の関係法令及び「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規

則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量限度等を定

める告示」という。）等の関係告示を遵守する。 

また，「原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え方」を参考とする。 

(1) 周辺公衆及び放射線業務従事者に対し，「線量限度等を定める告示」に

基づき定められている線量限度を遵守するとともに，合理的に達成できる

限り放射線被ばくを低くするよう，廃止措置を開始する時点の汚染状況の

調査結果等を踏まえ，効果的な汚染の除去，遠隔装置の活用，汚染拡大防

止措置等を講じた解体撤去手順及び工法を策定する。 

(2) ３号炉に燃料を貯蔵している間は，炉心への再装荷を不可とする措置を

講じる。核燃料物質貯蔵設備に貯蔵している燃料は，核燃料物質取扱設備
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及び核燃料物質貯蔵設備の解体に着手するまでに解体対象施設外へ搬出す

る。搬出するまでの期間は，引き続き核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する。 

(3) 廃止措置に伴って発生する廃棄物のうち，放射性気体廃棄物及び放射性

液体廃棄物は，関係法令及び関係告示に基づいて適切に処理を行い管理放

出するとともに，周辺監視区域境界及び周辺地域の放射線監視を行う。 

また，放射性固体廃棄物は，関係法令及び関係告示に基づき，廃棄物の

種類に応じた処理を行い，廃止措置が終了するまでに廃棄事業者の廃棄施

設に廃棄する。 

放射性廃棄物の処理に当たっては，区分管理，減容処理，放射性物質に

よる汚染の除去等により，放射性廃棄物の発生量を合理的に達成できる限

り低減する。 

(4) 放射性物質を内包する系統及び設備を収納する建屋及び構造物は，これ

らの系統及び設備が撤去されるまでの間，放射性物質の外部への漏えいを

防止するための障壁及び放射線遮蔽体としての機能を維持管理する。核燃

料物質貯蔵設備は，燃料を貯蔵している間，臨界防止，冷却等の必要な機

能を維持管理する。放射性廃棄物の廃棄施設は，対象とする放射性廃棄物

の処理が完了するまでの間，処理及び貯蔵機能を維持管理する。その他，

これらの機能の確保に関連する放射線管理施設，換気設備，電源設備等の

必要となる機能を維持管理する。 

(5) 廃止措置期間中の保安活動に必要な事項は，伊方発電所原子炉施設保安

規定（以下「保安規定」という。）に定めて実施する。また，品質マネジ

メントシステムに必要な事項は，保安規定において品質マネジメントシス

テム計画を定めて実施する。 

(6) 労働災害防止対策として，高所作業対策，石綿等有害物対策，感電防止

対策，粉じん障害対策，酸欠防止対策，騒音防止対策等を講じる。 
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3. 廃止措置の実施区分 

廃止措置は，廃止措置期間全体を３段階（原子炉領域（原子炉容器

及び原子炉容器周囲のコンクリート壁を含む領域）周辺設備解体撤去

期間，原子炉領域設備等解体撤去期間，建屋等解体撤去期間）に区分

すると想定し，安全性を確保しつつ次の段階へ進むための準備をしな

がら確実に進める。 

廃止措置の主な手順を第5.1図に示す。 

 

4. 解体の方法 

廃止措置期間中の解体は適切な工法を用いて行うものとし，具体的

な工法は，解体する設備の構造及び汚染状況，解体に使用する工具の

使用条件，解体に伴い発生する粉じんの影響等を考慮し選定する。 

特に，放射能レベルの比較的高い原子炉領域設備の解体においては，

被ばく低減を考慮した工法を採用する。 

解体対象施設の解体撤去，核燃料物質の譲渡し，核燃料物質による

汚染の除去及び放射性廃棄物の処理処分が終了した後，廃止措置を終

了する。 



 

 

-
 
1
4
 
- 

 

原子炉領域周辺設備 
解体撤去期間 

原子炉領域設備等 
解体撤去期間 

建屋等解体撤去期間 

   

第 5.1 図 廃止措置の主な手順 

核燃料物質の搬出 

核燃料物質による汚染の除去 

放射性廃棄物の処理処分 

建屋等解体撤去 

原子炉領域設備の解体撤去 

管理区域内設備（原子炉領域以外）の解体撤去 

管理区域外設備の解体撤去 
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六 廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し 

1. 核燃料物質の管理 

３号炉の使用済燃料は，譲渡しまでの期間，３号炉燃料取扱棟内の

使用済燃料貯蔵設備又は使用済燃料乾式貯蔵施設で貯蔵する。 

使用済燃料の取扱い及び貯蔵は，核燃料物質取扱設備で取り扱うと

ともに，安全確保のために必要な臨界防止機能，燃料落下防止機能，

除染機能，水位及び漏えいの監視機能，浄化・冷却機能及び給水機能

（ほう素濃度を除く。）を有する設備を維持管理する。 

使用済燃料の取扱い，貯蔵及び運搬については，保安のために必要

な措置を保安規定に定めて実施する。 

廃止措置を開始する時点で保管している使用済燃料は，現時点でそ

の数量を見積ることが困難であるため，想定される最大の数量として，

原子炉設置許可申請書及び原子炉設置変更許可申請書（以下「原子炉

設置許可申請書」という。）に記載している使用済燃料の最大貯蔵能力

（貯蔵容量）を第6.1表に示す。 

 

2. 核燃料物質の譲渡し 

３号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している使用済燃

料は，使用済燃料輸送容器又は使用済燃料乾式貯蔵容器に収納し，廃

止措置終了までに再処理事業者に譲り渡す。 

また，使用済燃料乾式貯蔵施設に貯蔵している使用済燃料は，使用

済燃料乾式貯蔵容器に収納し，廃止措置終了までに再処理事業者に譲

り渡す。 
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第6.1表 使用済燃料の最大貯蔵能力（貯蔵容量） 

貯蔵場所 容量 

３号炉燃料取扱棟内の使用済燃料

貯蔵設備 

燃料集合体 1,800 体分 

（全炉心燃料の約 1,150％相当分） 

使用済燃料乾式貯蔵施設 
全炉心燃料の約 760％相当分 

（使用済燃料乾式貯蔵容器 45 基分） 

 

七 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去 

1. 汚染の分布の評価 

解体対象施設の汚染分布は，加圧水型原子炉施設のモデルプラント

における評価結果を基に推定している。主な廃止措置対象施設の推定

汚染分布については，第7.1図に示すとおりであるが，汚染状況の調査

結果を踏まえた評価の見直しを行う。 

解体対象施設に残存する放射性物質は，原子炉運転中の中性子照射

により炉心部等の構造材が放射化して生成される放射化汚染及び１次

冷却材中の腐食生成物が炉心部で放射化され，機器，配管等の内面に

付着して残存する二次的な汚染に区分して評価する。 

放射化汚染は，放射化されたものに関して，生成核種を同定すると

ともに，生成核種の放射能濃度分布を，計算による方法，測定による

方法によって評価する。 

二次的な汚染は，機器，配管等の外部からγ線の測定を行うととも

に，施設を構成する機器，配管等の材料組成を考慮して腐食生成物中

の核種組成比を，計算による方法，測定による方法によって評価する。 

 

2. 除染の方針 
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解体対象施設の一部は，放射化汚染及び二次的な汚染によって汚染

されている。 

このうち，放射化汚染については，放射能レベルの比較的高い原子

炉領域設備等を対象に時間的減衰を考慮する。機器，配管等の内面に

付着し残存している二次的な汚染については，時間的減衰を考慮しつ

つ，効果的な除染を行うことで，これらの設備を解体撤去する際の放

射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くする。 

除染は，放射線業務従事者の被ばく線量，除染効果，放射性廃棄物

の発生量等の観点から，機械的方法又は化学的方法を効果的に組み合

せて行い，原則として，除染対象箇所の線量当量率があらかじめ定め

た目標値に達するまで実施する。 

除染に当たっては，放射性物質の漏えい及び拡散防止対策並びに被

ばく低減対策を講じることを基本とし，環境への放射性物質の放出抑

制及び放射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低

くするよう努める。また，安全確保対策として事故防止対策を講じる。 

なお，具体的に実施する除染については，汚染の分布等を踏まえ，

除染の要否，除染の方法等を検討する。 

 



 

 

-
 
1
8
 
- 

（Ｌ１） 低レベル放射性廃棄物のうち
　　　 　放射能レベルの比較的高いもの

（Ｌ２） 低レベル放射性廃棄物のうち
　　　 　放射能レベルの比較的低いもの

（Ｌ３） 低レベル放射性廃棄物のうち
　　　 　放射能レベルの極めて低いもの

（ＣＬ） 放射性物質として扱う必要のないもの

原子炉補助建屋 原子炉建屋

蒸気発生器

原子炉容器

１次冷却材ポンプ

炉内構造物

原子炉格納容器

 

第 7.1 図 主な廃止措置対象施設の推定汚染分布 
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八 廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染さ

れた物の発生量の見込み及びその廃棄 

核燃料物質によって汚染された物は，放射性気体廃棄物，放射性液体

廃棄物及び放射性固体廃棄物に分類される。これらの廃棄に係る方針は

以下のとおりである。 

 

1. 放射性気体廃棄物の廃棄 

放射性気体廃棄物は，発生から処理等の各段階において，廃棄物の

漏えい，汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止できるよ

う，関係法令，関係告示，「五  2．廃止措置の基本方針」等に基づ

き，適切に処理を行い管理放出する。 

 

1.1 放射性気体廃棄物の種類及び処理の方法 

廃止措置期間中に発生する放射性気体廃棄物の種類及び処理の方

法は，廃止措置を開始する時点の汚染状況の調査結果等を踏まえ，

廃止措置計画に記載し，認可を受けるものとする。 

 

1.2 放射性気体廃棄物の推定放出量 

廃止措置期間中における放射性気体廃棄物の推定放出量は，廃止

措置を開始する時点の汚染状況の調査結果等を踏まえ，廃止措置計

画に記載し，認可を受けるものとする。 

 

1.3 放射性気体廃棄物の管理方法 

放射性気体廃棄物を適切に処理するために，放射性廃棄物処理機

能，放出管理機能等の必要な機能を有する設備を維持管理する。 
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また，放射性気体廃棄物の放出に際しては，排気筒等において放

射性物質濃度の測定等を行い，「線量限度等を定める告示」に定める

周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないようにすると

ともに，放射性気体廃棄物の年間放出量から，「発電用軽水型原子炉

施設周辺の線量目標値に関する指針」（以下「線量目標値に関する指

針」という。）に基づき，放射性気体廃棄物の放出管理目標値を設定

し，これを超えないように努める。 

放射性気体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を保安規定に

定めて管理する。 

具体的な放射性気体廃棄物の管理方法は，廃止措置を開始する時

点の汚染状況の調査結果等を踏まえ，廃止措置計画に記載し，認可

を受けるものとする。 

 

2. 放射性液体廃棄物の廃棄 

放射性液体廃棄物は，発生から貯蔵，処理等の各段階において，廃

棄物の漏えい，汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止でき

るよう，関係法令，関係告示，「五 2．廃止措置の基本方針」等に基

づき，適切に処理を行い管理放出する。 

 

2.1 放射性液体廃棄物の種類及び処理の方法 

廃止措置期間中に発生する放射性液体廃棄物の種類及び処理の方

法は，廃止措置を開始する時点の汚染状況の調査結果等を踏まえ，

廃止措置計画に記載し，認可を受けるものとする。 

 

2.2 放射性液体廃棄物の推定放出量 
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廃止措置期間中における放射性液体廃棄物の推定放出量は，廃止

措置を開始する時点の汚染状況の調査結果等を踏まえ，廃止措置計

画に記載し，認可を受けるものとする。 

 

2.3 放射性液体廃棄物の管理方法 

放射性液体廃棄物を適切に処理するために，放出量を合理的に達

成できる限り低くするとともに，放射性廃棄物処理機能，放出管理

機能等の必要な機能を有する設備を維持管理する。 

また，放射性液体廃棄物の放出に際しては，放出前のタンクにお

いて放射性物質濃度の測定等を行い，排水中の放射性物質濃度が，

「線量限度等を定める告示」に定める周辺監視区域外における水中

の濃度限度を超えないようにするとともに，放射性液体廃棄物の年

間放出量から，「線量目標値に関する指針」に基づき，放射性液体廃

棄物の放出管理目標値を設定し，これを超えないように努める。 

放射性液体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を保安規定に

定めて管理する。 

具体的な放射性液体廃棄物の管理方法は，廃止措置を開始する時

点の汚染状況の調査結果等を踏まえ，廃止措置計画に記載し，認可

を受けるものとする。 

 

3. 放射性固体廃棄物の廃棄 

放射性固体廃棄物は，発生から貯蔵，処理等の各段階において，廃

棄物の飛散，汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止できる

よう，関係法令，関係告示，「五 2．廃止措置の基本方針」等に基づ

き，適切な方法により管理を行う。 
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低レベル放射性廃棄物の廃棄に際しては，放射能レベルの比較的高

いもの（以下「Ｌ１」という。），放射能レベルの比較的低いもの（以

下「Ｌ２」という。）及び放射能レベルの極めて低いもの（以下「Ｌ３」

という。）に区分し，それぞれの区分，種類，性状等に応じて，廃棄事

業者の廃棄施設に廃棄する。 

なお，放射性物質として扱う必要のないものは，「原子炉等規制法」

に定める所定の手続き及び確認を経て施設から搬出し，再生利用に供

するように努める。 

 

3.1 放射性固体廃棄物の種類及び処理の方法 

廃止措置期間中に発生する放射性固体廃棄物の種類及び処理の方

法は，廃止措置を開始する時点の汚染状況の調査結果等を踏まえ，

廃止措置計画に記載し，認可を受けるものとする。 

 

3.2 放射性固体廃棄物の処分方法 

３号炉から発生する放射性固体廃棄物は，「3.1 放射性固体廃棄

物の種類及び処理の方法」に基づき処理し，廃止措置終了までに廃

棄事業者の廃棄施設に廃棄する。 

 

3.3 放射性固体廃棄物の推定発生量 

3.3.1 廃止措置を開始する時点で貯蔵・保管している放射性固体廃棄

物 

廃止措置を開始する時点で貯蔵・保管している放射性固体廃棄

物は，現時点でその数量を見積ることが困難であるため，想定さ

れる最大の数量として，原子炉設置許可申請書に記載している放
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射性固体廃棄物の最大保管廃棄能力（貯蔵・保管容量）を第8.1表

に示す。 

 

3.3.2 廃止措置に伴い発生する放射性固体廃棄物 

廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量を第8.2表に示

す。 

なお，放射性固体廃棄物の推定発生量は，汚染状況の調査結果

等を踏まえ再評価する。 

 

3.4 放射性固体廃棄物の管理方法 

放射性固体廃棄物を適切に処理処分するために，種類，性状等に

応じて区分管理し，減容処理等を行うことで，放射性固体廃棄物の

発生量を合理的に達成できる限り低減するとともに，放射性廃棄物

貯蔵機能及び放射性廃棄物処理機能を有する設備を維持管理する。 

また，放射性固体廃棄物の量が固体廃棄物貯蔵庫等の最大保管廃

棄能力（貯蔵・保管容量）を超えないように管理し，放射性固体廃

棄物の処理及び管理に係る必要な措置を保安規定に定めて管理す

る。 

具体的な放射性固体廃棄物の管理方法は，廃止措置を開始する時

点の汚染状況の調査結果等を踏まえ，廃止措置計画に記載し，認可

を受けるものとする。 
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第 8.1 表 放射性固体廃棄物の最大保管廃棄能力（貯蔵・保管容量） 

貯蔵・保管場所 種類 容量 

使用済樹脂貯蔵タンク 脱塩塔使用済樹脂 231ｍ３※１ 

固体廃棄物貯蔵庫 
ドラム缶 

38,500 本相当※１※２ 
その他 

蒸気発生器保管庫 保管容器 原子炉容器上部ふた１基等 

※１：１号及び２号炉で発生した廃棄物を含む。 

※２：200ℓ ドラム缶相当での保管数量である。 
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第 8.2 表 廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量 

（令和 5 年度末現在） 

放射能レベル区分※１ 推定発生量※２ 

低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物 

放射能レベルの比較的高いもの（Ｌ１） 約 150ｔ 

放射能レベルの比較的低いもの（Ｌ２） 約 1,750ｔ 

放射能レベルの極めて低いもの（Ｌ３） 約 3,100ｔ 

放射性物質として扱う必要のないもの 約 147,000ｔ 

合計※３ 約 152,000ｔ 

※１：放射能レベル区分値は，次のとおり。 

・Ｌ１の区分値の上限は，「原子炉等規制法施行令」第 31 条に定め

る放射能濃度。 

・Ｌ１とＬ２の区分値は，国内で操業されているコンクリートピッ

ト埋設施設の埋設許可条件と同等の最大放射能濃度。 

・Ｌ２とＬ３の区分値は，「原子炉等規制法施行令」（昭和 32 年政

令第 324 号。ただし，平成 19 年政令第 378 号の改正前のもの。）

第 31 条第１項に定める「原子炉施設を設置した工場又は事業所

において生じた廃棄されるコンクリート等で容器に固型化してい

ないもの」に対する濃度上限値の 10 分の１の放射能濃度。 

・放射性物質として扱う必要のないものの区分値は，「原子炉等規

制法」第 61 条の２第１項に規定する「製錬事業者等における工

場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射

能濃度についての確認等に関する規則」第２条に定める放射能濃

度。 

※２：推定発生量は，次のとおり。 

・低レベル放射性廃棄物については，10ｔ単位で切り上げた値であ

る。 

・放射性物質として扱う必要のないもの及び合計については，

1,000ｔ単位で切り上げた値である。 

・端数処理のため合計値が一致しないことがある。 

・推定発生量には付随廃棄物を含まない。 

※３：その他，放射性廃棄物でない廃棄物（管理区域外からの発生分を含

む。）が約 389,000ｔ発生する（1,000ｔ単位で切り上げた値）。 
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九 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理 

1. 放射線管理 

1.1 放射線防護に関する基本方針・具体的方法 

放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては，「原子

炉等規制法」等の関係法令及び関係告示を遵守し，周辺公衆及び放

射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くする。 

具体的方法については，原子炉運転中の放射線管理に準じて以下

のとおりとする。 

(1) 放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするため，放射線

遮蔽体，換気設備，放射線管理施設及び放射性廃棄物の廃棄施設

は，必要な期間，必要な機能を維持管理する。 

(2) 放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするために，管理

区域を設定して立ち入りの制限を行い，外部放射線に係る線量当

量，空気中若しくは水中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放

射性物質の密度を監視する。 

(3) 放射線業務従事者に対しては，線量を測定評価し線量の低減に

努める。 

(4) 管理区域の外側には，周辺監視区域を設定して，人の立ち入り

を制限する。 

(5) 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出については，放

出管理目標値を定め，これを超えないように努める。 

(6) 放射性物質により汚染している機器等を取り扱う場合は，汚染

の拡大防止のため，汚染拡大防止囲い，局所排風機を使用する等

の措置を講じる。 
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1.2 管理区域，保全区域及び周辺監視区域の設定等 

(1) 管理区域 

廃止措置対象施設のうち，外部放射線に係る線量，空気中の放

射性物質の濃度又は放射性物質によって汚染された物の表面の放

射性物質の密度が，「線量限度等を定める告示」に定められた値を

超えるか又は超えるおそれのある区域を管理区域として設定する。

管理区域を解除する場合は，「線量限度等を定める告示」に定めら

れた値を超えるおそれがないことを確認する。 

なお，管理区域外において一時的に上記管理区域に係る値を超

えるか又は超えるおそれのある区域が生じた場合は，一時的な管

理区域として設定する。 

(2) 保全区域 

管理区域以外の区域であって，発電用原子炉施設の保全のため

に特に管理を必要とする区域を保全区域として設定する。 

(3) 周辺監視区域 

管理区域の周辺の区域であって，当該区域の外側のいかなる場

所においてもその場所における線量が「線量限度等を定める告示」

に定める線量限度を超えるおそれのない区域を周辺監視区域とし

て設定する。 

 

1.3 管理区域内の管理 

(1) 管理区域については，「実用炉規則」に基づき，次の措置を講じ

る。 

a. 壁，柵等の区画物によって区画するほか，標識を設けること

によって明らかに他の場所と区別し，かつ，放射線等の危険性
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の程度に応じて，人の立入制限，鍵の管理等の措置を講じる。 

b. 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫

煙を禁止する。 

c. 床，壁，その他人の触れるおそれのある物であって，放射性

物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が，「線

量限度等を定める告示」に定める表面密度限度を超えないよう

にする。 

d. 管理区域から人が退去し又は物品を持ち出そうとする場合に

は，その者の身体及び衣服，履物等身体に着用している物並び

にその持ち出そうとする物品（その物品を容器に入れ又は包装

した場合には，その容器又は包装）の表面の放射性物質の密度

が「線量限度等を定める告示」に定める表面密度限度の十分の

一を超えないようにする。 

(2) 管理区域内は，場所により外部放射線に係る線量当量率，放射

線業務従事者及び放射線業務従事者以外の者で管理区域に一時的

に立ち入る者（以下「放射線業務従事者等」という。）の立入頻度

等に差異があるため，これらのことを考慮して以下のとおり管理

を行う。 

a. 放射線業務従事者等を不必要な外部被ばくから防護するため，

放射線遮蔽体を必要な期間維持管理するとともに，線量当量率

を考慮し，遮蔽体を設置する。 

b. 放射線業務従事者等を放射性物質での汚染による被ばくから

防護するため，換気設備を必要な期間維持管理する。また，防

護具の着用等の必要な措置を講じる。 

c. 管理区域は，外部放射線に係る線量に起因する管理区域と，
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空気中の放射性物質の濃度又は床等の表面の放射性物質の密度

に起因する管理区域とに区分し，段階的な出入管理を行うこと

により管理区域へ立ち入る者の被ばく管理等が容易かつ確実に

行えるようにする。 

(3) 管理区域内空間の外部放射線に係る線量当量率を把握するため，

管理区域内の主要部分における外部放射線に係る線量当量率をエ

リアモニタ等により測定する。また，放射線業務従事者等が特に

頻繁に立ち入る箇所については，定期的にサーベイメータ等によ

る外部放射線に係る線量当量率の測定を行う。 

(4) 管理区域内の空気中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射

性物質の密度を把握するため，放射線業務従事者等が特に頻繁に

立ち入る箇所については，サンプリング等による測定を定期的に

行う。 

 

1.4 保全区域の管理 

保全区域については，「実用炉規則」に基づき，標識を設ける等の

方法によって明らかに他の場所と区別し，かつ，管理の必要性に応

じて人の立入制限等の措置を講じる。 

 

1.5 周辺監視区域の管理 

周辺監視区域については，「実用炉規則」に基づき，人の居住を禁

止し，境界に柵又は標識を設ける等の方法により，周辺監視区域に

業務上立ち入る者以外の立ち入りを制限する。 

周辺監視区域の外部放射線に係る線量，空気中の放射性物質の濃

度及び表面の放射性物質の密度は，「線量限度等を定める告示」に定
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める値以下に保つ。 

具体的には，放射線遮蔽体を必要な期間維持管理する等により，

管理区域の外側における外部放射線に係る線量が，３月間につき

1.3mSv以下になるように管理する。 

また，空気中及び水中の放射性物質については，管理区域との境

界を壁等によって区画するとともに，管理区域内の放射性物質の濃

度の高い空気及び水が，容易に流出することのないよう，換気設備

及び液体廃棄物の廃棄設備を必要な期間維持管理する。 

表面の放射性物質の密度については，人及び物品の出入管理を十

分に行う。 

 

1.6 個人被ばく管理 

放射線業務従事者の個人管理は，線量を測定・評価するとともに

定期的及び「線量限度等を定める告示」に定める線量限度を超えて

被ばくした場合等に健康診断を実施し，身体的状態を把握すること

によって行う。 

なお，放射線業務従事者以外の者で管理区域に一時的に立ち入る

者には，外部被ばくによる線量の測定等により管理を行う。 

 

1.7 放射性廃棄物の放出管理 

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に当たっては，周

辺監視区域外の空気中及び水中の放射性物質の濃度が「線量限度等

を定める告示」に定める値を超えないように厳重な管理を行う。 

さらに，「線量目標値に関する指針」に基づき，発電所から放出さ

れる放射性物質について放出管理の目標値を定めるとともに，放射



 

- 31 - 

性物質の濃度の測定を行い，これを超えないように努める。 

(1) 放射性気体廃棄物 

放射性気体廃棄物を放出する場合は，排気中の放射性物質の濃

度を排気モニタ等によって常に監視する。 

(2) 放射性液体廃棄物 

放射性液体廃棄物を放出する場合には，あらかじめタンクにお

いてサンプリングし，放射性物質の濃度を測定する。 

また，排水中の放射性物質の濃度は，排水モニタ等によって常

に監視する。 

 

1.8 周辺監視区域境界及び周辺地域の放射線監視 

前項で述べたように，放射性廃棄物の放出に当たっては，厳重な

管理を行うが，異常がないことを確認するため，周辺監視区域境界

付近及び周辺地域の監視を行う。 

(1) 空間放射線量等の監視 

空間放射線量は，周辺監視区域境界付近及び周辺地域に設置し

ているモニタリングポイントの積算線量計等により測定する。 

空間放射線量率は，周辺監視区域境界付近に設置しているモニ

タリングポスト，モニタリングステーション等で測定する。 

(2) 環境試料の放射能監視 

周辺環境の放射性物質の濃度の長期的傾向を把握するため，環

境試料の測定を行う。 

(3) 異常時における測定 

放射性廃棄物の放出は，排気モニタ，排水モニタ等により常に

監視し，その指示に万一異常があれば適切な措置をとるものとす
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る。 

万一異常放出があった場合等は，モニタリングポスト，モニタ

リングステーション等により測定するほか，モニタリングカーに

よる敷地周辺の放射能測定等を行い，その範囲，程度等の推定を

迅速かつ確実に行う。 

 

2. 被ばく評価 

３号炉の廃止措置中における放射線業務従事者の被ばく評価及び周

辺公衆の平常時の被ばく評価に係る方針は，以下のとおりである。 

 

2.1 放射線業務従事者の被ばく評価 

放射線業務従事者の総被ばく線量は，汚染状況の調査結果，解体

工法等についての検討結果を踏まえ評価する必要があるため，廃止

措置を開始するまでに評価を実施し，廃止措置計画に記載し，認可

を受けるものとする。 

 

2.2 周辺公衆の平常時の被ばく評価 

2.2.1 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出による被ばく 

廃止措置期間における環境への放射性物質の放出に伴い周辺公

衆が受ける被ばく線量は，「線量目標値に関する指針」，「発電用

軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」，「実用発

電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則の解釈」（以下「設置許可基準規則解釈」という。），「発電

用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（以下「気象指針」

という。）等を参考として評価し，評価値が「線量目標値に関す
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る指針」に記載の年間 50μSv 以下になることを確認する。評価

に当たっては，汚染状況の調査結果，解体工法等についての検討

結果を踏まえ評価する必要があるため，廃止措置を開始するまで

に評価を実施し，廃止措置計画に記載し，認可を受けるものとす

る。 

 

2.2.2 直接線及びスカイシャイン線による線量 

廃止措置期間中の直接線及びスカイシャイン線による敷地境界

外の線量は実績のある計算コードを用いて評価し，人の居住の可

能性のある敷地境界外において「設置許可基準規則解釈」に記載

する線量の目安の年間 50μSv を下回ることを確認する。評価に

当たっては，具体的な放射性固体廃棄物の管理方法等についての

検討結果を踏まえ評価する必要があるため，廃止措置を開始する

までに評価を実施し，廃止措置計画に記載し，認可を受けるもの

とする。 

 

十 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合

に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等 

３号炉の廃止措置中に想定される過失，機械又は装置の故障，地震，

火災その他の災害があった場合に放射性物質の放出を伴う事故とその影

響については，廃止措置の進捗状況に応じて想定事故を選定し，敷地境

界外における周辺公衆の最大の実効線量を評価することにより，３号炉

の廃止措置が周辺公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えない

ことを示す方針とする。 

評価に当たっては，廃止措置の進捗に伴って，解体対象施設の状況，
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解体工法及び残存する放射性物質量に応じて想定される事故は推移する

ため，その内容を反映した評価をする方針とする。 

このことから，廃止措置計画策定時に，代表想定事故の選定を行い，

事故時における周辺公衆の受ける線量評価を実施し，周辺公衆に対して

著しい放射線被ばくのリスクを与えないことを確認し，廃止措置計画の

認可を受ける。なお，線量評価に当たっては，「発電用軽水型原子炉施設

の安全評価に関する審査指針」及び「気象指針」を参考にする。 

 

十一 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設及びその性能

並びにその性能を維持すべき期間 

1. 概要 

廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設（以下「性能

維持施設」という。）は，周辺公衆及び放射線業務従事者の被ばくの低

減を図るとともに，使用済燃料の貯蔵のための管理，汚染の除去工事，

解体撤去工事及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄等の各種作

業の実施に対する安全の確保のために，必要な期間中において，必要

な機能及び必要な機能に係る性能を維持管理する。 

これら性能維持施設の機能及び性能については，定期的に点検等で

確認していく。 

なお，性能維持施設の維持管理に関しては，保安規定に管理の方法

を定めて，これに基づき実施する。 

 

2. 維持管理に関する内容 

(1) 放射性物質を内包する系統及び設備を収納する建屋等については，

これらの系統及び設備が撤去されるまでの間，放射性物質の外部へ
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の漏えいを防止するための障壁及び放射線遮蔽体としての機能及び

性能を維持管理する。 

(2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設については，使用済燃料が３

号炉使用済燃料貯蔵設備から搬出されるまでの期間は，臨界防止機

能，燃料落下防止機能及び浄化・冷却機能等の機能及び性能を維持

管理する。 

(3) 放射性廃棄物の廃棄施設については，放射性気体廃棄物及び放射

性液体廃棄物を適切に処理するため，処理機能及び性能を維持管理

する。また，放射性固体廃棄物を適切に処理及び貯蔵保管するため，

処理及び貯蔵の機能及び性能を維持管理する。 

(4) 放射線管理施設については，施設内外の放射線監視，環境への放

射性物質の放出管理及び管理区域内作業に係る放射線業務従事者の

被ばく管理のために，放出管理及び放射線監視の機能及び性能を維

持管理する。 

(5) 換気設備については，使用済燃料の貯蔵管理，放射性廃棄物の処

理及び放射線業務従事者の被ばく低減等を考慮して，空気の浄化が

必要な場合並びに解体撤去に伴い放射性粉じんが発生する可能性の

ある区域で発電用原子炉施設外への放出の防止及び他区域への移行

の防止のために必要な場合は，建屋内の換気機能及び性能を維持管

理する。 

(6) 非常用電源設備については，発電用原子炉施設の安全確保上必要

な設備への電源供給機能及び性能を維持管理する。 

(7) その他原子炉補機冷却水設備等の安全確保上必要な設備について

は，それぞれの設備に要求される機能及び性能を維持管理する。 

(8) 管理区域の区分，立入制限及び保安のために必要な措置を講じる。 
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(9) 維持管理を行う放射線管理施設を用いて，発電用原子炉施設から

の放出管理に係る放射線モニタリング及び周辺環境に対する放射線

モニタリングを行う。 

(10) 発電用原子炉施設への第三者の不法な接近を防止する措置を講じ

る。 

(11) 消火設備については，必要な機能及び性能を維持管理するととも

に，火災防護のために必要な措置を講じる。 

廃止措置中の維持管理に関する具体的事項は，廃止措置を開始するま

でに評価を実施し，廃止措置計画に記載し，認可を受けるものとする。 

 

十二 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法 

1. 廃止措置に要する費用 

「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進

に関する法律」に基づき，使用済燃料再処理・廃炉推進機構（以下，

「機構」という）が，廃炉推進業務に必要な費用を当社の廃止措置に

要する費用を含めて算定する。 

なお，原子力発電施設解体引当金制度（令和 6 年 4 月 1 日に廃止）

に基づいて当社が算定していた原子力発電施設解体に要する費用の総

見積額は，令和 5 年度末時点において，伊方発電所３号炉で約 663 億

円である。 

 

2. 資金調達計画 

廃止措置に要する費用に相当する額が，各年度，機構から当社に支

払われる。 

なお，当社は機構の廃炉推進業務に必要な費用に相当する額を，各
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年度，機構に対して廃炉拠出金として納付する。 

 

十三 廃止措置の実施体制 

1. 廃止措置の実施体制 

３号炉の廃止措置の実施体制については，保安規定において保安管

理体制を定め，本店及び伊方発電所の組織において廃止措置の業務に

係る各職位とその職務内容を記載し，それぞれの役割分担を明確にす

るとともに，保安管理上重要な事項を審議するための委員会の設置及

び審査事項を規定する。また，廃止措置における保安の監督を行う者

の任命に関する事項及びその職務を明確にし，その者に各職位の業務

を総括的に監督させる。 

これらの体制を確立することにより，廃止措置に関する保安管理業

務を円滑かつ適切に実施する方針とする。 

 

2. 廃止措置を適切に実施するために必要な情報の保持 

当社は，昭和 52 年９月に伊方発電所１号炉の営業運転を開始して以

来，計３基の原子力発電所の運転を行っており，発電用原子炉施設の

運転及び保守について，多くの施設管理，放射線管理等の経験及び実

績を有している。 

廃止措置の実施に当たる組織は，これらの経験を有する者で構成し，

これまでの発電用原子炉施設の運転及び保守における経験を活かすと

ともに，国内外における廃止措置の調査も踏まえ，廃止措置期間にお

いて適切な解体撤去，設備の維持管理，放射線管理等を安全に実施す

る方針とする。 
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3. 廃止措置を適切に実施するために必要な技術者の確保 

今後，廃止措置を適切に実施し，安全の確保を図るために必要な技

術者及び有資格者を確保していく方針とする。 

 

4. 廃止措置を適切に実施するために必要な知識及び技術の維持向上 

廃止措置に係る業務に従事する技術者に対しては，廃止措置を行う

ために必要となる専門知識，技術及び技能を維持，向上させるため，

保安規定に基づき，教育及び訓練の実施計画を立て，それに従って教

育及び訓練を実施する方針とする。 

 

十四 廃止措置に係る品質マネジメントシステム 

廃止措置期間中における品質マネジメントシステム計画については，

保安規定において，社長をトップマネジメントとする品質マネジメン

トシステム計画を定め，保安規定，原子力発電所品質保証規程及び原

子力発電所品質保証基準並びにそれらに基づく下部規程により廃止措

置に関する保安活動の計画，実施，評価及び改善の一連のプロセスを

明確にし，これらを効果的に運用することにより，原子力安全の達

成・維持・向上を図る方針とする。 

 

十五 廃止措置の工程 

３号炉の廃止措置は，「原子炉等規制法」に基づく廃止措置計画の認

可以降，第 5.1 図に示すとおり，原子炉領域周辺設備解体撤去期間，

原子炉領域設備等解体撤去期間，建屋等解体撤去期間を経て，段階的

に 30～40 年程度をかけて廃止措置を進めて行く予定であるが，具体的

な工程は，廃止措置を開始するまでに検討し，廃止措置計画に記載し，
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認可を受けるものとする。 

 

十六 廃止措置実施方針の変更の記録 

３号炉における廃止措置実施方針の変更の記録を第 16.1 表に示す。 
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第 16.1 表 廃止措置実施方針変更記録 

No. 年月日 変更内容 理由 

０ 2018.12.18 新規作成 － 

１ 

2020. 4. 1 記載項目名称の変更 実 用 発 電 用 原 子 炉 の 設

置、運転等に関する規則

の改正により記載項目が

変更になったため 

２ 

2023.12. 8 ・ 原子炉設置許可及び原

子炉設置変更許可の経

緯の更新 

・ 伊方発電所の敷地付近

地図の更新 

・ 放射性固体廃棄物の最

大 保 管 廃 棄 能 力 （ 貯

蔵・保管容量）の更新 

・ 放射性廃棄物でない廃

棄物（管理区域外から

の発生分を含む。）の

推定発生量の更新 

・ 原子力発電施設の解体

に要する総見積額の更

新 

・ 記載の適正化 

実 用 発 電 用 原 子 炉 の 設

置、運転等に関する規則

第百十五条の四に基づく

廃止措置実施方針の見直

し 

３ 
2024. 4. 1 ・ 廃止措置に要する費用

の見積り及びその資金

の調達の方法の変更 

原子力発電施設解体引当

金制度の廃止に伴う見直

し 

 


